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高ﾚﾍﾞﾙ放射性廃棄物とは
原子力発電所で発電に使われた後の燃料は使用済燃料と呼ばれ、エネ
ルギーを発生する過程で生じた高い放射能の物質が含まれています。

使用済燃料中のウランやプルトニウムを回収し、有効利用するために、
使用済燃料を再処理し、残存する高レベル放射性廃液をガラス原料と
共に高温で溶かし、ステンレス製の容器の中で安定な形態に固化（ガ
ラス固化体）します。このガラス固化体を高レベル放射性廃棄物と呼
んでいます

一方、使用済燃料を再処理せずにそのまま処分する場合は、使用済燃
料そのものを高レベル放射性廃棄物と呼んでいます。

なお、諸外国において、高レベル放射性廃棄物のガラス固化体及び使
用済燃料とも処分した実績のある国はありませんが、日本も含めて各国
において処分の実施に向けての計画に取り組んでいます。
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処分廃棄体の構造

ガラス固化体＋オーバーパック 使用済燃料＋キャニスタ

体積 約1.4m3／本（1.64tU※／本）
質量 約9トン ※再処理する量

体積 約4.0m3／本（1.56tU／本）
質量 約27トン

処分廃棄体の比較

出典：“Project Opalinus Clay, Safety Report” (スイスNagra,2002)
（スイスの例。スイスでは高レベル放射性廃棄物としてガラス固化体と使用済燃料とを処分する計画がある。）

ガラス固化体
内に含まれる
成分

・核分裂生成物
（ＦＰ）等

使用済燃料内
に含まれる成
分

・ウラン（Ｕ）

・プルトニウム
（Ｐｕ）

・核分裂生成物
（ＦＰ） 等
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処分概念（地層処分）

◆ガラス固化体と使用済燃料の地
層処分において、多重バリアシステ
ム（人工バリアと天然バリアの組合
せ）という概念は共通である。その内
容は、安定な地質環境の地下数百m
に掘削した坑道内に、適切に人工バ
リアを施工（廃棄体を定置）するという
ものである

ガラス固化体

オーバーパック

緩衝材

岩盤

キャニスタ（容器）

使用済燃料

出典：“Project Opalinus Clay, Safety Report” (スイスNagra,2002)

（スイスの例）

容器

廃棄物
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９３００ｔ

(ウラン換算)

６５００ｔ

(ウラン換算)

４４００ｔ

（ウラン換算。うち
再処理は約１２００
ｔ）

２４０００ｍ３

〔廃棄体物量（使用
済燃料、ガラス固化
体、及びキャニスタ、
高発熱性TRU廃棄物
を含む）〕

７００００ｔ

(ウラン換算)

処分量

核燃料・廃棄物
管理会社（ＳＫ
Ｂ） 〔民間〕

ポシヴァ社

（Posiva社）

〔民間〕

放射性廃棄物管
理共同組合

（ＮＡＧＲＡ）

〔政府・民間

共同出資〕

連邦放射線防護
庁

（ＢｆＳ）

エネルギー省

（ＤＯＥ）

処分実施主体

２０２３年

２０２０年

２０５０年

２０３０年

２０１０年

処分開始

予定時期

深度：４００～７００ｍ

面積：１～２ｋｍ２

処分坑道延長距離：４５ｋｍ

深度：５００ｍ(基本ケース)

面積：０．１５ｋｍ２

処分坑道延長距離：１３ｋｍ

（処分量２６００ｔベース）

深度：４００～１０００ｍ

面積：未定

深度：８４０～１２００ｍ

面積：未定

深度：２００～５００ｍ

面積：４．６５ｋｍ２

処分坑道延長距離：

約５６ｋｍ

処分施設

オスカーシャム

エストハンマル

岩種：結晶質岩

スウｴー
デン

ユーラヨキ自治体オルキルオト

岩種：結晶質岩
フィン
ランド

サイトは未定

岩種：花崗岩

オパリナス粘土

スイス
＊

ニーダ－ザクセン州ゴアレーベ
ン

岩種：岩塩ドーム

（サイト選定手続再検討中）

ドイツ
＊

ネバダ州ユッカマウンテン

岩種：凝灰岩

処分候補地及び

岩種

米国

＊

国 名

諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分計画の状況

－直接処分を中心とする国の事例－

5～6

9

10

11

＊：高レベル放射性廃棄物として使用済燃料とガラス固化体とを処分する計画（ただし、米国のガラス固化
体は国防利用分野で発生）

7～8
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米国における高レベル放射性廃棄物の処分計画（１）

ユッカマウンテンは砂漠地帯
処分場は地下水面より約300m上
方に建設
外側が高ニッケル基合金、内側
がステンレス鋼の２重構造の容
器に封入
閉鎖後の１万年までの安全性評
価※１

再取り出し性の確保※２

砂漠地帯であること、閉鎖後の強制換気
システム設計等により処分廃棄体が高温
でも処分可能であることと評価している。

※1 ネバダ州などによる訴訟についての連邦控訴裁判判決により、
環境保護庁（ＥＰＡ）規制での１万年の環境放射線防護規準尊
守期間は無効とされ、エネルギー省（ＤＯＥ）、ＥＰＡ及び連
邦会議が現在対応方法を検討中。

※2 1982年放射性廃棄物政策法（1987年修正）使用済燃料の処分
第122条（抜粋）

処分場は、いかなるものも、当該施設の妥当な操業期間中、
住民の健康及び安全又は環境等に関する理由から、又は、かか
る使用済燃料中の経済的に重要な含有物の回収を図る目的で、
かかる処分場に定置された使用済燃料を再び取り出すことがで
きるよう設計・建設されなければならない。
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米国における高レベル放射性廃棄物の処分計画（２）
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ドイツにおける高レベル放射性廃棄物の処分計画（１）

・１９７０年代からゴアレーベンの岩塩
ドームに地層処分する方針で調査等を
進めてきた。

・高レベル放射性廃棄物としては使用済
燃料とガラス固化体の両方が対象

・地層処分の方針に変更はないものの、
サイト選定手続きや要件などについて
の見直しが行われている。

使用済燃料とガラス固化体は発熱性放射性廃棄物と区分されている。



8

ドイツにおける高レベル放射性廃棄物の処分計画（２）
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スイスにおける高レベル放射性廃棄物の処分計画

使用済燃料、ガラス固化体を対象

多重バリアシステム：オーバーパッ
ク（鉄製）、緩衝材（ベントナイ
ト）および地層

調査対象となっている岩種は、スイ
ス北部の結晶質岩とオパリナス粘土
（堆積岩系）
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フィンランドにおける高レベル放射性廃棄物
（使用済燃料）処分計画

オルキルオトの地下約500mの結晶質岩中
に使用済燃料を処分
多重バリアシステム：キャニスタ、緩衝
材（ベントナイト）および地層
外側が銅製、内側が鋳鉄製の2重構造の
容器に封入して処分（スウェーデンの概
念に基づく）

【処分事業の流れ】

１９８３年 廃棄物管理目標の閣議による原則決定

１９８３～８５年 サイト確定調査

１９８７～９２年 概略サイト特性調査

１９９３～２０００年 詳細サイト特性調査

１９９８～９９年 環境影響評価

１９９９年 予備的安全評価、オルキルオトを最終

処分場として選定し原則決定申請

２０００年 閣議が原則決定

２００１年 原則決定を議会が承認

～２０１２年 地下特性調査を含めた詳細調査を行い

建設許可申請

～２０２０年 建設許可取得後、建設を行い、操業許

可申請
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スウェーデンにおける高レベル放射性廃棄物
（使用済燃料）処分計画

・地下約500mの結晶質岩中に使用済燃料を処分

・多重バリアシステム：キャニスタ、緩衝材（ベント
ナイト）および地層

・外側が銅製、内側が鋳鉄製の2重構造の容器に封入し
て処分

・処分は段階的に計画しており処分量の１０％を処分
技術の実証のために処分し、結果を評価した後、本
格的に処分。

【処分事業の流れ】

１９７０年代 岩盤の特徴について情報収集

１９９２～２０００年 全国的規模での総合立地調査と８自治体における

フィ－ジビリティ調査を実施 等

２０００～２００２年 ＳＫＢがサイト調査を行う３自治体を選定

オスカーシャム自治体議会とエストハンマル自治

体議会はＳＫＢのサイト調査の実施を了承

２００２年～ オスカーシャム自治体とエストハンマル自治体

～２００６年 においてサイト調査／環境影響評価を実施

処分場候補地の選定

処分場立地・詳細特性調査・建設の許可申請

２００７～２００８年 許可申請の審査

２００９～２０１３年 処分場サイトの詳細特性調査及び処分場の建設を

実施

２０１３年 初期操業のための許可を申請

２０１５年 初期操業を開始
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（参考）日本での高レベル放射性廃棄物（参考）日本での高レベル放射性廃棄物
（ガラス固化体）の処分（１／２）（ガラス固化体）の処分（１／２）

・再処理で有用物質を分離した後に残存する高レベル放射性
廃棄物を安定なガラス固化体にした後、３０～５０年程度
冷却のため貯蔵を行い、その後、地層処分

・300m以上深い地下に処分
・多重バリアシステム：天然バリア（長期にわたって安定し
た岩盤）、人工バリア（ガラス固化体、オーバーパック、
緩衝材）

数百m以深
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＜処分事業のこれまでの経緯＞

１９９２年 ９月 核燃料サイクル開発機構（ＪＮＣ（当
時：動力炉・核燃料開発事業団））が、
地層処分の技術的可能性を明示し、研
究開発の今後の課題を提示
「第１次取りまとめ」

１９９８年 ５月 原子力委員会 高レベル放射性廃棄物
処分懇談会が「高レベル放射性廃棄物
処分に向けての基本的考え方につい
て」をとりまとめ

１９９９年１１月 核燃料サイクル開発機構（ＪＮＣ）
が、地層処分について研究開発成果
を取りまとめ「第２次とりまとめ」

２０００年 ５月 「特定放射性廃棄物の最終処分に関す
る法律」が成立

２０００年 ９月 国が、特定放射性廃棄物の最終処分に
関する｢基本方針｣及び｢最終処分計画｣
を策定

２０００年１０月 処分実施主体「原子力発電環境整備
機」（ＮＵＭＯ）」設立

２００２年１２月 ＮＵＭＯが、処分地選定の最初の段階
である概要調査地区選定に際し、その
候補となる区域について全国の市町村
を対象に公募開始

（参考）日本での高レベル放射性廃棄物（参考）日本での高レベル放射性廃棄物
（ガラス固化体）の処分（２／２）（ガラス固化体）の処分（２／２）

＜処分事業の今後の流れ＞


